
 

平成２８年度事業計画書（案） 

 

平成 28年 6月 24日 

第 1 回荒尾市地域公

共交通活性化協議会 

【報告事項】 

１．路線バス・乗合タクシーの運行状況等について 

２．地域公共交通確保維持改善事業関する事業評価について 

【協議事項】 

１．平成 27年度事業報告(案)及び収支決算(案)並びに監査報

告について 

２．平成 28年度事業計画(案)及び収支予算(案)について 

３．平成 29年度荒尾市生活交通確保維持改善計画(案)につい

て 

４．立地適正化計画について 

平成 28年 11月 

第 2 回荒尾市地域公

共交通活性化協議会 

【協議事項】 

１．荒尾市地域公共交通総合連携計画の総括について 

２．立地適正化計画について 

地域公共交通に関す

る情報発信の強化 

・平成 28年度に市ホームページがリニューアルしたのに合わ

せ、公共交通に関する情報を一元化し、分かりやすく発信す

るためのページを作成する。 

・市で開催するイベント等の周知記事を市ホームページ等に

掲載するのに併せ、アクセス手段として地域公共交通に関す

る情報も掲載し、地域公共交通の利用促進に繋げる。 

・年に 1 回、広報紙に特集ページを設け、地域公共交通に関

する啓発記事を掲載する。 

路線バス乗り方教室

の実施 

（産交バス） 

市内の保育園や幼稚園にて、実際に運行している路線バスを

使い、整理券の取り方や降車の際のチャイムの押し方など正

しい路線バスの利用方法を教えるとともに、幼い頃から路線

バスなどの公共交通機関に慣れ親しむ機会を提供し、未来の

利用者を育む取組みを行う。 

また、新たに国保高齢受給者及び後期高齢者医療年齢到達者

になられた方に対し、毎月 1 回開催されている保険制度の説

明会に併せ、路線バスの利用方法についての説明を行い、利

用促進を図る。 

 

※その他、以下の事項について、関係者と協議しながら実施を検討する。 

・市で主宰する会議等の開催通知に目的地別の路線バス時刻表等を同封し、地域公共

交通の利用促進を図る。 

・利用需要が高まるシーズンに合わせ、期間限定での路線バス増便を検討する。 

・9月 20日の「バスの日」に合わせ PR活動を行い、利用促進を図る。 

資料５ 


